
 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度 事業計画書 

 



 

 

Ⅰ 実施方針 

昨年４月には、食料・農業・農村基本法の改正に伴い新たな食料・農業・農村基

本計画が閣議決定され、国は、法改正後の５年間を「農業構造転換集中対策期間」と

して位置付け、農業の構造転換を集中的に推進することとした。 

同時に、畜産分野においても「酪農及び肉用牛の近代化を図るための基本方針」、

「家畜改良増殖目標」等の畜産・酪農政策の指針が策定された。基本方針においては、

海外の情勢によりここ数年は安価な輸入飼料がいつでも確保可能という前提が大きく

変わり、国産飼料基盤に立脚した経営の重要性が高まっていること、労働力不足に対

応し持続的な生産を行っていくためには、省力化に向けた取組等の一層の推進が不可

欠であること、畜産分野においても地球環境問題への対応が求められていること等、

畜産をめぐる情勢の変化が明記されている。その中で、生産性の向上を図り、消費者

の納得のいく価格での供給を図るため、生産現場において生産基盤の維持・強化や経

営安定の確保を図ることが重要とされた。 

中央畜産会においても、畜産会組織、中央会員及び賛助会員と密接に連携し、基

本方針を踏まえて我が国畜産の振興に向け、令和８年度においては以下の事業に取り

組む。 

 

１ 公益目的事業 

ア 畜産経営・技術に係る指導のための事業 

 畜産会組織が実施する畜産経営指導の高度化に向け、各種研修会の開催、総括畜産

コンサルタント資格試験、畜産経営指導指標作成など指導者の指導力向上のための事

業等を実施する。また、畜産物輸出の促進を図るなど畜産振興の支援のため日本畜産

物輸出促進協会等の活動を支援する。 

 

イ 安定的な畜産経営の推進を図る事業 

 畜産の収益力強化を支援する畜産クラスター事業、家族経営を中心とした畜産経営

の労働負担軽減のための ICT関連機械装置等導入を実施する。また、畜産経営の資金

償還を支援するため、畜産リノベ資金等に対する利子補給等を行う事業のほか畜産経

営の安定に資するための事業を実施する。 

 

ウ 家畜・畜産物の衛生対策等に係る支援・指導のための事業 

 家畜伝染病の発生予防・まん延防止のため地域自衛防疫活動を推進、飼養衛生管理

基準の周知・普及を図るとともに、家畜衛生向上と畜産物の安全性確保のための重要

なツールである農場 HACCP 認証を推進する。また、産業動物獣医師の確保に向けて獣

医学生等を対象に修学資金の支援を行う。 



 

 

エ 家畜・畜産物の生産等に関する情報提供等の事業 

 月刊誌「畜産コンサルタント」や畜産情報ネットワーク（LIN）を活用し、畜産経

営等に関する情報を広く発信するとともに、畜産物生産コストが適正に反映された価

格形成に関する理解醸成のため情報を消費者に提供する事業を実施する。また、本会

創立 70 周年に当り年史の作成等を行うとともに、令和９年度に開催する国際畜産総

合展の開催準備を行う。 

 

２ その他の事業 

 地方会員の活動を強化するため、地方会員支援活動推進委員会を開催し課題の分析

や取組内容の検討を行うとともに、ブロック段階での活動への支援等を行い、畜産会

組織の強化に資する。 

 施設・機械部会員に対して国の施策等に関する情報提供、部会員間の情報交換を促

進するための活動を行う。 

軽種馬生産に関する調査を実施しその結果を関係者に提供することにより軽種馬

生産経営の改善に資する。 

  

 以上の取組を通じて、地域の畜産経営の安定化と高度化を図り、国民への畜産物の

安定的な供給に資することにより、食料安全保障の確立の一翼を担うことを目指して

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ⅱ 公益目的事業 

ア 畜産農家に対する畜産経営・技術に係る支援・指導のための事業 
 

１ 畜産経営指導者の養成と優秀な指導者に対する資格の付与及び地域交流活動の

支援 

① 畜産農家の経営改善と発展を図るためには、各地に優秀な指導者が必要であ

ることから、指導者を養成するための各種専門知識を習得するための研修会

を開催する。 

② 優秀な指導者を対象に総括畜産コンサルタント資格試験を実施し、合格者に

対して総括畜産コンサルタントの資格を付与する。 

③ 都道府県段階の畜産経営支援活動をサポートするため、畜産に関する各分野

の専門家で構成する中央畜産コンサルタント団を設置する。 

④ 地方会員の総括畜産コンサルタント等を参集し、畜産経営に対する支援方針

等の検討を行う。 

⑤ 地方会員を対象に畜産経営に対する事業内容等について説明をするため中央

打合会を開催する。 

⑥ 全国から優秀な畜産経営を選定し、その経営実績等について発表を行う全国

優良畜産経営管理技術発表会を開催し、優秀者を表彰する。 

⑦ 「酪農・肉用牛生産の近代化を図るための方針」で示される経営指標を踏ま

えたモデル経営設計指標及び経営指導を担う者の経営指導力向上のための畜

産ｅラーニングプログラムを作成する。 

⑧ 地域の畜産生産者や畜産関係団体との連携強化の推進を行う。 

⑨ 畜産経営者からの相談に応じるため、全国に畜産経営相談窓口を設置する。 

⑩ 畜産関係の電算処理業務及び畜産関係情報の提供等を実施する。 

２ 食品廃棄物の活用支援 

未利用資源を活用した飼料を給与した家畜から得られた畜産物及びその加工食

品を一定の基準を設けて「エコフィード利用畜産物」として認証する。 

３ 畜産振興の支援 

一般社団法人日本畜産物輸出促進協会、畜産経営支援協議会及び家畜衛生対策

推進協議会が実施する畜産振興対策事業について、その活動を支援する。 

４ 牛肉輸出の取り組み支援 

牛肉の一層の輸出促進を図るため、商標登録された和牛統一マークの使用承認

や海外での商標登録の申請事務等を行う。 

５ 畜産経営・担い手支援 

（１）映像を活用した畜産情報推進事業 

畜産経営の収益性を高め、かつ多様な担い手の活躍の場を広げるとともに後

継者を確保するため、優れた畜産物生産・経営技術や先進的な畜産物輸出促進



 

 

活動等の映像情報を収集し、インターネット及び BS放送等を活用し情報発信す

ることで、持続的な畜産経営の育成及び消費者の畜産への理解醸成を図る。 

（２）畜産に関わる仕事の理解推進事業 

畜産関連産業・専門家の人材確保の課題解決のために、畜産関連産業・専門家

の担い手候補となり得る層である全国の農業高校生、農業大学校生を重点的なタ

ーゲットとして、出前授業の実施や SNSの活用等により畜産に関わる様々な仕事

の内容や魅力を発信し興味・関心を喚起し、畜産に関わる仕事への就業を促す。 

（３）肉用牛生産基盤強化等対策事業 

肉用牛経営等への新規就農者や後継者の参入促進を図るため、農業高校生等を

対象に研修会を開催し、肉用牛に関わる仕事への理解促進を図り、将来の肉用牛

生産業の担い手確保に繋げる。また、中核的担い手の育成に向けた経営管理や生

産技術に関する研修会を開催し、今後の肉用牛生産基盤の維持・強化を図る。 

 

イ 畜産経営資金の利子低減や家畜・畜産物の衛生対策等を通じて安定

的な畜産経営の推進を図る事業 
 

１ 資金借入・返済の支援 

   公庫資金活用推進事業 

畜産農家は生産構造上、多額の設備資金や運転資金を必要とするが資金を借

り受ける際には、適正な経営・資金計画の作成が求められることから、日本政

策金融公庫資金借受者や借受希望者を対象に「経営・資金計画」や「経営改善

計画」の策定支援等を地方会員と連携して実施する。 

２ 畜産動産担保の活用支援 

（１）畜産金融懇話会運営事業 

畜産経営の現状や畜産経営に対する施策等を金融機関等に情報提供し、畜産経

営の特異性と金融面からのサポートのあり方等についての理解醸成を図る。 

（２）畜産動産担保融資活用支援事業 

畜産動産担保融資(畜産 ABL)を利用できる環境整備を一層推進する必要がある

ことから、普及に向けた課題解決のための検討、畜産 ABL活用の実態調査及び事

例の収集・蓄積、普及啓発のための研修会等を開催する。 

３ 借受資金償還等の支援 

（１）畜産特別支援資金融通事業 

畜産リノベ資金及び酪肉支援資金の貸付けを行った融資機関に対する利子補給

と貸付農家に対する経営指導等を行うとともに、家畜疾病経営維持資金の貸付け

を行った融資機関に対する利子補給等を行う。 

（２）畜産経営体質強化資金対策事業 

畜産経営体質強化支援資金の貸付けを行った融資機関に対する利子補給、及び

乳用牛又は繁殖牛の計画的増頭に必要な家畜購入等のための資金借入に係る債務

を農業信用基金協会が保証した場合の保証料免除に対する助成を行う。 



 

 

４ 伝染病発生時の復興支援 

（１）家畜防疫互助基金支援事業(家畜防疫互助等推進事業) 

口蹄疫、豚熱等の家畜伝染病が発生した場合に備え、地方会員の協力を得なが

ら、生産者等に対し本事業の普及、啓発活動等を推進するとともに、生産者と本

会との間で家畜防疫互助基金への加入契約を締結し、納付された生産者積立金を

もって家畜防疫互助基金を造成する。 

（２）家畜防疫互助基金支援事業(家畜防疫互助事業) 

本事業に加入している農家に家畜伝染病が発生した場合には、生産者が自ら積

立てた積立金(家畜防疫互助基金)と農畜産業振興機構からの補助金を２分の１ず

つ拠出した互助金を交付し、発生農家の経営再開を支援する。 

５ 畜産・酪農の体質強化支援 

「TPP 等関連政策大綱」に即して畜産・酪農収益力強化総合プロジェクトを推進、

及び「食料・農業・農村基本計画」に即して畜産・酪農の持続性、社会的価値の

向上のため、畜産農家等関係者が連携する畜産クラスターの仕組みの活用等によ

り、生産コストの削減、規模拡大、外部支援組織の活用、優良な若い繁殖雌牛に

更新した取組に更新奨励金等、地域一体となって行う取組みを支援するため、基

金を造成し実施する((１)及び(２)の事業)。 

また、酪農家の「働き方の改革」を図るため、労働負担軽減及び飼養管理技術

の高度化に資する機械装置の導入により生ずるゆとりを活用し、後継者の確保及

び飼養管理技術の高度化を図る取組みを実施する((３)及び(４)の事業)。 

（１）畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(畜産クラスター事業) 

① 中心的な経営体等の施設整備等に対する支援(施設整備事業) 

② 中心的な経営体が機械装置を導入する場合に、畜産クラスター協議会又はリ

ース事業者に対し当該機械装置の取得に必要な費用の一部に対する支援(機

械導入事業) 

③ 収益力の向上のための新たな取組みの成果の実証等に対する支援(調査・実

証・推進事業) 

④ 畜産クラスターによる取組みの全国的な推進を図るため、推進会議の開催、

優良事例の調査、畜産クラスターコーディネーターの養成、畜産クラスター

普及推進活動等の取組の実施(調査・実証・推進事業) 

（２）優良繁殖雌牛更新加速化事業(畜産クラスター事業) 

肉用牛の生産基盤を強化するため、高齢の繁殖雌牛から優良な若い繁殖雌牛に

更新した取組に対して更新を支援する。 

（３）ICT化等機械装置等導入事業 

畜産経営における労働負担軽減・省力化のための計画の策定や導入すべき ICT

関連機械等の選定を行う取組みを支援するとともに、搾乳ロボット・発情発見装

置等の ICT関連機械等の導入を支援するとともに、生産方式革新実施計画の認定

を受けた場合、機械導入と一体的に行う施設の補修も支援する。 

（４）酪農経営支援総合対策事業 

酪農労働における働き方改革の実現を一層加速化するため、酪農家の経営体質



 

 

強化に資する先進的機器の導入と一体的な施設の整備等を支援する。 

 

 

ウ 家畜・畜産物の衛生対策等に係る支援・指導のための事業 
 

１ 農場衛生対策の支援 

（１）家畜防疫・衛生指導対策事業 

家畜伝染病の発生予防、まん延防止等を確実かつ効率的なものとするため、国

家防疫措置に併せて、地域における防疫演習、慢性感染症対応、馬伝染性貧血防

疫等の自衛防疫活動を推進するとともに、家畜衛生の向上と家畜・畜産物の安全

性確保に重要なツールである農場 HACCP認証に必要な審査員の養成・力量向上、

消費者等への情報普及等の総合的支援を実施する。 

（２）飼養衛生管理基準普及啓発推進対策事業 

   家畜伝染病の発生予防のため家畜の所有者は飼養衛生管理基準を適切に理解

し、遵守することが求められることから、飼養衛生管理基準に関する普及啓発

資料を作成し、周知・普及を図る。 

（３）農場 HACCP導入推進強化事業 

生産農場における農場 HACCPへの取組みの促進等を行う農場指導員を養成する

研修等を実施する。 

（４）農場 HACCP認証事業 

農場 HACCP認証要領に基づき、農場の認証審査を実施する。 

（５）日本版畜産 GAP(畜産)認証事業 

JGAP(畜産)認証審査要領に基づき、農場の認証審査を実施する。 

（６）持続可能性配慮型畜産推進事業(畜産 GAP認証審査支援事業) 

日本版畜産 GAPの認証取得拡大を図るため、審査を行う者の育成に必要な畜産

GAPに関する研修会を実施する。 

（７）畜産農場における生産工程管理等高度化促進事業 

今後の畜産分野における認証制度の在り方を検討し、国内外に認められる認証

制度を確立するため、生産工程管理の高度化の取組を支援する。 

（８）地域養豚生産衛生向上対策支援事業 

養豚経営における PRRS等の慢性疾病について、農家、獣医師、行政、関係団

体等で構成する自衛防疫組織を活用して、巡回指導、モニタリング検査等の衛生

対策の取組みを支援する。 

（９）豚熱経口ワクチン導入・保管体制整備事業 

養豚場への豚熱ウイルスの侵入への関与が示唆される野生イノシシに対して豚

熱経口ワクチンを散布し、野外の豚熱ウイルス濃度を低減する必要があることか

ら、都府県の散布計画に基づき、必要な豚熱経口ワクチンを計画的に購入・保管

し、供給する体制を整備する。 

（10）経口ワクチン散布技術高度化事業 

豚熱経口ワクチン散布技術の高次均一化に資するため、散布地点・散布方法選

定の現状を引き続き把握するとともに、豚熱清浄化に向けた経口ワクチン散布技



 

 

術を確立するため、散布地域・散布方法の選定技術の検証及びその技術の普及・

定着を図るための映像作成、説明会を実施する取組等を支援する。 

 

２ 馬の伝染病対策の支援 

（１）馬飼養衛生管理特別対策事業 

馬の飼養衛生管理の指導や馬獣医療を担う産業動物獣医師の育成や知識の習熟、

及び病性鑑定や診断技術の保持・向上を図るため、講習会・臨床実習を開催する

とともに、馬の健康手帳及び馬飼養衛生に係る資料作成・配布、地域における馬

飼養状況や衛生管理に関する実態調査を行い、馬の飼養衛生管理の充実・強化を

図る。 

（２）馬伝染性疾病防疫推進対策事業 

競馬開催や馬事産業に影響を及ぼす伝染性疾病の発生防止と防疫推進のため、

馬飼養者とともに、競走馬以外の馬に対する馬インフルエンザや馬鼻肺炎ワクチ

ンの接種、生産地の競馬場入厩前の育成馬及び繁殖牝馬を対象に日本脳炎、破傷

風、馬ゲタウイルス感染症及び馬インフルエンザ等のワクチンの接種を推進し、

疾病に対する免疫の確保、維持・構築を図る。 

 

３ 優秀な産業獣医師の確保支援 

（１）臨床獣医師防疫体制強化事業 

口蹄疫やアフリカ豚熱等の特定疾病及びその他の感染症に対する防疫支援体制

を強化するため、産業動物獣医師を対象に研修を実施するとともに、特定疾病に

よる損耗防止等の防疫技術に関する資料を作成・配布し、周知を図る。 

（２）獣医療提供体制整備推進総合対策事業(獣医師養成確保修学資金給付事業) 

地域の産業動物獣医師への就業を志す獣医系大学への地域枠入学者・獣医学生

等を対象に、入学試験合格後、大学入学前に大学へ納付する費用及び入学後に必

要な費用を修学資金として給付する。 

 

 

エ 家畜・畜産物の生産・流通・消費に関する調査・研究、情報提供、

及び知識の普及・啓発を図る事業 
 

１ 食品残さの飼料化利用支援 

飼料として活用が進んでいない食品産業残さ、農場残さ、稲わら等の活用を図

るため、未利用資源を飼料活用している事例の情報発信等を行い普及を図る。 

 

２ 畜産情報の提供 

国内外における畜産業に関する経営支援の取組みや生産技術、消費・流通に亘

る幅広い情報を提供するため、次の取組み等を実施する。 

（１）出版事業 

月刊誌「畜産コンサルタント」を発行するほか、特別出版物・畜産手帳の刊

行・頒布等を通じて、畜産生産者・関係者へ的確な情報提供を行う。 



 

 

（２）電算処理事業 

インターネット網(畜産情報ネットワーク(LIN))を通じた情報提供や畜産経営

分析支援システムの提供、畜産リノベ資金利子補給等に係る電算処理等を行う。 

（３）畜産経営情報提供事業 

畜産経営技術指導事業の成果を普及するため、全国優良畜産経営管理技術発表

会等の優良な畜産経営・生産技術等の情報提供を行う。 

（４）国際畜産総合展開催事業 

 2027年次回展示会の開催に向けて、実行委員会を開催し事業実施内容の検討

等開催準備を行う。 

（５）地域の特性を踏まえた効果的な暑熱対策検証事業 

   スポットクーラーをはじめとする暑熱対策について、各地域や多様な経営体に

おける効果的な方策を模索するためのモデル実証を行うとともに、軽量かつ柔

軟な次世代型太陽電池を活用することによる電気料金の抑制に努める方策、暑

熱対策を講じたことによる効果を含めた実証を行い、費用対効果の事例集を取

りまとめ普及を図る。 

（６）畜産施設整備・機械導入支援事業 

施設・機械の導入にあたって、専門家によるアドバイス、施設・機械の稼働映

像等の情報を提供することにより、生産者に畜種、経営規模、課題に応じた施

設・機械の選択肢を示唆し、効果的な施設・機械の導入を支援する。 

（７）畜産教育支援事業 

全国の農業高等学校及び農業大学校の教職員に対しての教育支援を行うため、

畜産経営、飼養衛生管理技術、家畜畜産物の衛生の知識向上を図るための研修会

開催や畜産関連技術の取組みについて情報提供を行う。 

（８）畜産物の適正な価格形成に向けた理解醸成事業 

畜産物の生産コストを販売価格に反映することに対して理解を求めるため、畜

産の動向及び情勢に興味関心を抱くような情報を消費者に対して発信する。 

（９）創立 70周年記念事業 

   創立 70周年記念事業として、記念講演会の開催、記念誌を作成等、畜産に関

わる情報を提供する。 



 

 

Ⅲ その他の事業（相互扶助等） 

 

１ 軽種馬経営等の支援 
（１）軽種馬経営強化改善資金・軽種馬経営継承者借換資金融通事業 

軽種馬生産経営を対象に既往負債の借り換えのための長期低利資金の供給に係

る利子補給に関する帳票データ処理業務等を実施する。 

（２）軽種馬経営高度化指導研修事業 

軽種馬生産経営の産駒の生産費、収益性及び経営収支に関する生産地調査の実

施、調査成果の活用普及のための研修会を開催する。 

 

２ 畜産振興の推進 

（１）畜産振興基金事業 

本会及び地方会員等の畜産振興に従事する役職員に対する低利資金の貸付け等

の福利厚生及び地方会員の運営に係る低利資金の貸付け等を実施する。 

（２）地方会員活動支援事業 

地方会員が実施する事業に関する活動支援及び地方会員との情報交換等を実施

する。 

 

３ 衛生対策の連携 

（１）競走馬防疫促進対策事業 

競走馬の所有者を対象に組織的な衛生対策に関する自衛防疫の理解向上とワク

チン接種の徹底を図る。 

（２）農場 HACCP認証協議会運営事業 

農場 HACCP認証協議会の活動を支援する。 

 

４ 施設・機械部会の活動 

施設・機械部会会員に対する情報の収集・交換・提供等を実施する。 

 

５ 馬事畜産振興推進の支援 

馬事畜産振興協議会が実施する馬事畜産振興推進事業の活動を支援する。 

 

６ 畜産関連先端設備の導入支援 

中小企業等経営力向上設備等証明事業 

中小企業庁が進める「経営力向上設備等」を導入する際に受けられる税制措

置(法人税及び所得税の軽減措置)に係る証明書の発行業務を行う。 

 



 

 

Ⅳ 会員相互の連携及び組織強化 

 

１ 会員相互の連携 

① 会員相互の連絡調整を緊密に行い、会員サービスを充実させるため、積極的

に情報提供を行うとともに、研修会等を実施する。 

② 地方会員についてはブロック単位で開催される会議に本会役職員を積極的に

派遣し、情報交換及び意思疎通を図る。 

③ 畜産生産者等で構成される全国畜産縦断いきいきネットワークの活動を推進

する。 

④ 日本の畜産業の安定した振興を図るため、畜産関係団体等で組織化された

「日本の畜産ネットワーク」の事務局として活動を行う。 

⑤ 農林水産省が主催する「中央畜産技術研修」の講座に会員職員の受講斡旋を

行う。 

⑥ 全国各地で開催される共進会等催事への協賛・後援と賞状・副賞を授与する。 

 

２ 組織強化 

 ① 組織の基盤強化を図るために、本会の業務及び活動内容を積極的に外部へ情報

発信し、幅広い人材の確保に努める。 

② 採用後の職員が、幅広い知識を得て業務に対し意欲的に取組めるように、計

画的に人材育成を行う。また、畜産会組織全体の職員の人材育成・交流を図

るための研修会を実施する。 

③ 職員が働きやすい職場環境を整備し、福利厚生の充実を図る。 

④ AI等の活用をはじめ業務の DX化を推進し、業務の効率化を通じて労働時間の

軽減を図る。 

⑤ 環境に配慮した取組みの一環として、SDGsに対する活動について引き続き取

り組む。 



 

 

 


